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○ 平 成 十 三 年 総 務 省 告 示 第 二 百 四 十 三 号 （ 電 気 通 信 事 業 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 に 関 す る 件 ） の 一 部 改 正

新 旧 対 照 表

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 現 行

次 に 掲 げ る 電 気 通 信 設 備 で あ っ て 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 単 位 指 定 区

域 に お い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る も の

一 ～ 五 （ 略 ）

六 電 気 通 信 番 号 の 案 内 に 用 い ら れ る 番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス

（ 削 除 ）

七 公 衆 電 話 機 及 び こ れ に 付 随 す る 設 備

八 電 気 通 信 番 号 の 案 内 に 用 い ら れ る 交 換 機 （ 第 二 項 に 掲 げ る も の を

除 く 。 ） 、 案 内 台 装 置 及 び 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 又 は 第 三 項 に 掲 げ る も

の を 除 く 。 ）

九 （ 略 ）

次 に 掲 げ る 電 気 通 信 設 備 で あ っ て 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 単 位 指 定 区

域 に お い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る も の

一 ～ 五 （ 略 ）

六 電 気 通 信 番 号 の 案 内 に 用 い ら れ る 番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス 、 サ ー ビ

ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局

七 Ｐ Ｈ Ｓ の 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 と の 接 続 に 用 い る Ｐ Ｈ

Ｓ 加 入 者 モ ジ ュ ー ル 並 び に 端 末 の 認 証 等 を 行 う た め に 用 い ら れ る

サ ー ビ ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局

八 公 衆 電 話 機 及 び こ れ に 付 随 す る 設 備

九 電 気 通 信 番 号 の 案 内 又 は 手 動 に よ る 通 信 に 用 い ら れ る 交 換 機 （ 第

二 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 、 案 内 台 装 置 及 び 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 又

は 第 三 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）

十 （ 略 ）


